
お知らせお知らせ問…問い合わせ　■申…申し込み

老
人
日
常
生
活
用
具
の

給
付
制
度

町
民
税
非
課
税
世
帯
の
ひ
と
り
暮
ら
し

高
齢
者
な
ど
で
、
心
身
機
能
の
低
下
に
よ

り
次
の
用
具
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方
を

対
象
に
給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

給
付
に
は
事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

●
用
具
と
基
準
額

・
火
災
報
知
器
（
取
り
付
け
費
は
除
く
）

／
4
，0
0
0
円

・
電
磁
調
理
器
（
卓
上
式
の
も
の
）
／

2
万
円

・
自
動
消
火
器
／
3
万
9
0
0
円

問
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

事
業
の
ご
紹
介

●
高
齢
者
福
祉
通
院
外
出
事
業

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
保
険
の

認
定
（
要
介
護
1
以
上
）
を
受
け
ら
れ
て

い
る
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
方
で
、
車
椅

子
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
を
使
用
し
な

け
れ
ば
移
動
が
困
難
な
方
に
、
医
療
機
関

へ
の
通
院
の
支
援
を
行
う
事
業
で
す
。

こ
の
支
援
を
受
け
る
に
は
、
町
に
申
請

し
「
外
出
事
業
利
用
者
証
」
の
交
付
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
利
用
に

は
利
用
料
が
か
か
り
ま
す
。

●
高
齢
者
介
護
手
当
支
援
事
業

町
内
に
住
所
を
有
す
る
年
齢
65
歳
以
上

の
方
で
、
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要
介

護
3
・
4
・
5
と
認
定
さ
れ
た
方
（
特
別

障
害
者
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
方
は
除
く
）
を
、
在
宅
で
介
護
し
て

い
る
介
護
者
（
町
内
に
住
所
を
有
す
る
）

に
対
し
て
、
月
2
，0
0
0
円
の
手
当
て

を
支
給
す
る
事
業
で
す
。

な
お
、こ
の
事
業
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

●
老
人
紙
お
む
つ
支
給
事
業

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要
介
護
1
以

上
と
認
定
さ
れ
、常
時
失
禁
状
態
の
方
で
、

在
宅
で
介
護
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
に
紙

お
む
つ
購
入
費
を
助
成
す
る
事
業
で
す
。

こ
の
事
業
に
は
申
請
が
必
要
で
、
支
給

要
件
（
所
得
要
件
な
ど
）
が
あ
り
ま
す
。

問
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
な
ど

あ
ん
し
ん
シ
ス
テ
ム

（
緊
急
通
報
装
置
）
貸
与

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
ひ
と
り
暮
ら

し
の
高
齢
者
の
方
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
重

度
身
体
障
害
者
の
方
、
ま
た
は
ひ
と
り
暮

ら
し
の
突
発
的
な
症
状
で
生
命
に
危
険
の

あ
る
持
病
を
お
持
ち
の
方
を
対
象
に
、
緊

急
通
報
装
置
の
貸
与
を
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
町
内
の
同
一
区
域
内
に
子
ど
も
が

居
住
し
て
い
る
場
合
は
、貸
与
で
き
ま
せ
ん
。

●
貸
与
費
用

・
設
置
工
事
費
／
1
，5
3
4
円
（
設
置

時
）

・
電
池
代
／
4
0
0
円
（
2
年
に
1
回
）

問
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課

生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
事
業

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

（
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要
支
援
・
要

介
護
と
認
定
さ
れ
た
方
は
除
く
）な
ど
で
、

家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
方
を
対
象
に
、

有
田
川
町
公
共
施
設
で
、
娯
楽
・
機
能
訓

練
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
が
あ
り

ま
す
。

な
お
、
こ
の
事
業
に
は
利
用
料
が
必
要

で
す
。

問
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

ご
加
入
の
皆
さ
ま
へ

後
期
高
齢
者
医
療
の
健
康
診
査

生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
の
た
め
、
健

康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

対
象
の
方
に
は
、
5
月
下
旬
に
受
診
券

を
直
接
お
送
り
し
ま
す
（
受
診
券
発
行
の

申
し
込
み
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

●
検
査
項
目

・
基
本
項
目
／
問
診
、計
測
（
身
長
、体
重
、

B
M
I
）、
血
圧
測
定
、
診
察
、
血
液
検

査
（
脂
質
、
肝
機
能
、
代
謝
）、
検
尿

・
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た
方
へ
の
追
加

項
目
／
貧
血
検
査
、
心
電
図
検
査
、
眼

底
検
査

●
実
施
期
間
／
6
月
1
日
～
平
成
29
年
2

月
28
日

●
自
己
負
担
／
6
0
0
円

※
有
田
川
町
で
は
、
申
請
に
よ
り
自
己
負

担
金
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

申
請
に
は
領
収
書
・
印
鑑
・
振
込
先
が

必
要
で
、
吉
備
庁
舎
住
民
課
・
金
屋
庁
舎

健
康
推
進
課
・
清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。（
詳
し
く
は
金

屋
庁
舎
健
康
推
進
課
ま
で
）

●
持
ち
物
／
保
険
証
、
受
診
券
、
受
診
票

（
問
診
票
）

●
実
施
場
所
／
受
診
券
に
同
封
す
る
一
覧

表
に
記
載
さ
れ
た
医
療
機
関

●
そ
の
他

・
す
で
に
同
様
の
検
査
を
受
け
て
い
る
場

合
は
、
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
生
活
習
慣
病
の
治
療
な
ど
で
定
期
的
に

医
療
機
関
を
受
診
し
て
い
る
方
は
、
主

治
医
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
0
7
3
‐
4
2
8
‐
6
6
8
8
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